
 

住宅性能表示制度について（現行制度の概要） 

 

「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、耐震性、省エネルギー性等の

住宅の基本的な性能について消費者にわかりやすく表示する制度であり、国土交通省

では積極的に普及を進めている。（平成 12年 10月から本格的な運用を開始） 

 

○評価項目のイメージ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
○住宅性能評価の実績 
（1）新築住宅 

 H16年度（対 H15年度比） 制度開始後累計 
（H12.10～H17.3） 

設計住宅性能評価   163,238戸（1.19倍）＊ 467,015戸 

建設住宅性能評価 110,092戸（1.32倍）   256,774戸 

     ＊H16年度新設住宅着工戸数の 13.7% 

（2）既存住宅 

H16年度交付実績：222戸   制度開始後累計（H14.12～H17.3）：446戸 

① ② 
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③

⑥

④
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⑦

⑧ 

①構造の安定に関すること 
②火災時の安全に関すること 
③劣化の軽減に関すること 
④維持管理への配慮に関すること 
⑤温熱環境に関すること 
⑥空気環境に関すること 
⑦光・視環境に関すること 
⑧音環境に関すること 
⑨高齢者等への配慮に関すること 

※  新規分野「防犯に関すること」を

平成 18 年 4 月より運用開始。 
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